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研究成果の概要（和文）：　第一に、civil概念について、それが近代国民国家の形成に理念的な基礎を提供す
る一方で、国家の構成員の法関係を非政治化・私化するという機能および隣国に対する国民国家形成を阻害する
機能を果たしていたことを解明した。第二に、法継受について、translation studiesの視点を用いて、法関係
のグローバル化という脈絡の中で法継受を分析する際の方法論的な課題を示した。第三に、日本の行政救済制度
について、裁判所の機能不全の歴史的原因を行政権の出先機関というその出自および戦後改革の歪みにあること
を示し、今後の改革の課題を考察した。

研究成果の概要（英文）：First, as to the concept of "civil", I clarified that while it provided a 
philosophical basis for the formation of modern nation states, it also played a role of privatizing 
the legal relationship of the members of the state and of hindering the formation of a national 
state for neighboring countries. Second, I showed a methodology for analyzing legal transformations 
in the historical context of globalization of legal relations, using the viewpoint of translation 
studies. Thirdly, I showed the historical cause of the disability of the courts in the 
administrative relief system in Japan, pointing out their origin as a branch of administrative power
 and the distortion of postwar reform, and then I examined the legal issues concerning the reform of
 administrative litigation system in the future.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 (a)制度改革上の必要性 行政救済制度の

見直しは、現在、各国共通の課題となってい

る。そこでの問題意識は、政策形成型行政訴

訟への制度的な対応および公共的法関係の

グローバル化への対応にあるが、その根底に

は 19 世紀後半に形成された国民国家システ

ムの見直しという課題がある。この課題に対

応するためには、近代国家の形成過程におけ

る行政救済制度構築の必然性とその限界を

解明しなければならない。本研究は、近現代

国家の行政救済制度形成史の視角から公権

力の法的制御メカニズムを明らかにするこ

とにより、今後の抜本的な制度改革の方途を

提示することとした。 

 (b)解釈論上の必要性 行政救済法制に関

するまとまった歴史研究がなかったことか

ら、現行の行政事件訴訟法や国家賠償法の解

釈の中で、さまざまな理論的混乱が生じてき

た。すなわち、「行政処分」概念と「行政行

為」概念の混同、行政事件訴訟法の「公権力

の行使」概念（狭義）と国家賠償法の「公権

力の行使」概念（広義）の不整合、またこれ

に伴う両法における違法概念の齟齬、当事者

訴訟の対象となる「公法上の法律関係」（行

訴法４条）という概念の不明確さ、行政機関

の事実行為に関する行政事件訴訟法の不明

瞭な位置づけ、等の問題である。これらは、

日本における行政救済制度の形成史をたど

ることなしには解明しえない。というのは、

これらの概念は行政裁判制度の存在を所与

の前提としていたからである。 

 (c)法理論上の必要性 戦後改革の中で行

政裁判所が廃止され、行政事件は司法裁判所

によって一元的に審理されることになった

が、行政救済制度と司法裁判所制度との整合

的な関係は十分に検討されないままで今日

に至っている。この結果、上記のような法解

釈上の問題のほか、私見によれば、憲法体制

の「転換」後においてもなお連続している救

済法制上の構造的欠陥を見失うことになる

といった理論上の問題が生じている。本研究

は、歴史研究の欠落を補うことによって、こ

うした構造的欠陥を正確に分析した上で、法

理論の新たな発展方向を提示するものであ

る。 
 
２．研究の目的 
 日本の行政救済法の制度史・理論史を通覧

する研究はまだ存在していない。これは、日

本の学術研究にとっても、また比較法的にみ

ても、重大な欠落である。私は近年、この欠

落を埋めるための研究を進め、その成果を公

表してきた。本研究は、上記研究の総まとめ

として、世界的にも十分に研究されていない

国家相互間の制度移植の過程や公権力シス

テム相互間の調整原理を分析することによ

り、行政救済制度史・理論史の全体像を提示

することを目的としている。これをもとに、

制度の諸矛盾の歴史的な根源を解明し、今後

の抜本的な改革の方途と解釈論・法理論の新

たな発展方向を示すことにしたい。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、行政救済制度の形成史と理論史

を、比較法制史の視角からまとめる。研究方

法としては、1875 年前後の欧米における行政

救済制度の改革・創設過程に関する文献研究、

明治期および戦後改革期の立法関係史料お

よびその背後にあった比較法的な参照資料

に関する文献批判的な検証、大正・昭和期の

法改正や立法の試みとその挫折についての

同様の検証、行政裁判所判例と学説の相互の

影響および両者の展開過程に関する思想史

的な分析、これらの総合的なまとめ、を行う

こととした。 
 
４．研究成果 
科研基盤 C（2014-2017 年）研究成果 
 
４．研究成果 
（１）行政救済制度の歴史的な前提として、

法・権利関係の「公と私」の分離があること
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から、2016 年から 2018 年にかけて、19 世紀

前半における国民国家と「権利」概念の形成

過程を研究した。具体的には、18 世紀末以降

のフランス人権宣言と諸憲法・フランス民法

典における civil と citoyen 概念の変遷に関す

る分析および 19 世紀前半のドイツにおける

これらの受容と拒絶の過程に関する分析と

いう、憲法における「国民の権利」と民法に

おける「私権」の形成過程の研究である。そ

の成果が、岡田正則「私権・人権と市民的権

利」水林彪・吉田克己編『市民社会と市民法

——civil の思想と制度』（日本評論社、2018 年

5 月）119-148 頁および同「フランス民法典と

ドイツの国民国家形成」水林彪・青木人志・

松園潤一朗編『法と国制の比較史——西欧・東

アジア・日本』（日本評論社、2018 年 5 月）

175-197 頁である。 

 前者では、civil 概念が一方で citoyen を国

民化することによって国民国家形成の理念

的な基礎を提供しながら、他方でその構成員

を非政治化・私化するという機能を果たして

いたことを示した。また後者では、フランス

民法典のドイツ地域への適用に対抗するサ

ヴィニー私法理論の形成過程をとおして、

civilの普遍的な実現という目標と国民国家の

個別的な形成という手段とが対立する側面

を提示し、civil の概念が 19 世紀初頭のドイ

ツ地域においてフランスの場合よりもいっ

そう限定的で非政治的な性質になるに至っ

た国内的および国際的な政治的・社会的要因

を解明した。日本への法継受の前提とされる

19 世紀中葉から世紀末にかけてのドイツに

おける civil 概念（zivil, bürgerlich の概念）の

分析は、今後の課題として残っている。 

（２）ドイツ等をモデル国家とする行政救済

制度の日本法への継受については、マックス

プランク欧州法史研究所の研究プロジェク

トに即して作業を進めた。その成果は、2014

年 9 月・2016 年 2 月・2018 年 3 月の同研究

所での研究報告および招待講演（“Translation 

deutschen öffentlichen Rechts nach Japan im 19. 

Jahrhundert: Skizze eines Forschungsvorhabens 

mit einem besonderen Fokus auf dem 

Verwaltungsgerichtssystem”, “„Translation“ des 

Verwaltungsgerichtssystems in Japan des späten 

19. Jahrhunderts: Globalisierung und Gestaltung 

des Nationalstaates”, “Legal Transformations of 

Japanese Public Law in late 19th and early 20th 

Century: From a Perspective of 

Administrative Litigation System”）である。 

 2014 年の報告では、19 世紀後半の東アジ

アにおける日本の法継受の位置づけおよび

その特徴を提示し、2016 年の講演では日本に

おける行政裁判制度形成の過程を translation 

studies の視点を用いて分析し、2018 年の報告

では法関係のグローバル化という脈絡の中

で法継受を分析する際の方法論的な課題（時

代状況の中で法が要請される役割、法秩序の

相互関係、受け入れる側での法文化の特徴・

軋轢、法継受を正当化するための「物語」）

を述べた。これらの公表は 2018 年度以降の

課題である。 

（３）明治期以降の行政救済制度史の展開に

ついては、(a)救済法理論、(b)立法・裁判実務、

(c)法曹養成制度について考察を進めた。(a)

については「国家賠償訴訟における反射的利

益論」、「グローバル化と現代行政法」、(b) に

ついては「グローバル新自由主義と最高裁判

例の変容」、「厚木基地訴訟・辺野古訴訟最高

裁判決からみた司法制度の現状」、「行政訴訟

の審理と裁判官の責任——その歴史と現状——」、

(c) については「日本法曹培育制度・司法考

試制度改革：歴史・成果・展望」、「司法制度

改革後の法学教育——その危機と再生」などの

論文が成果である。 

 日本における行政救済制度の概括的な評

価として、論文「行政訴訟の審理と裁判官の

責任」は、「日本の司法制度は行政権（司法

省）の出先機関という出自を持っており、ま

た管轄対象が民刑事事件だけとされていた
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ため、もともと行政権の活動をチェックする

仕様にはなっていなかった。戦後改革と日本

国憲法の施行によって司法権は行政権から

分離・独立したが、行政権を優越させる訴訟

法制がつくられてしまったこともあり、その

チェックを行う制度に転換するには至らず、

行政事件を民事事件の枠にはめて処理する

こととしていた。そして何よりも、裁判官自

身が民刑事の事件しか取り扱えないように

養成されていたため、多くの裁判官は行政事

件を忌避する態度をとった。司法制度改革と

2004 年の行政事件訴訟法改正は、このような

状況を転換するはずであった。たしかに、最

高裁による判例変更など、行政事件について

積極的な審査を行う姿勢がみられるように

なったことは高く評価すべきであろう。しか

し、この改正は、行政事件を民事事件の枠に

はめて処理するという従前の仕様を変更し

なかったため、社会的に影響の大きい行政事

件の審査になると、個々の裁判官は旧来の枠

組みに退却してしまうようである」と述べた

後、裁判所制度・訴訟制度・法曹養成制度を

今後改革して行くにあたっての具体案や理

論的課題を示した。 
 
５．主な発表論文等 
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